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（介護予防）短期入所生活介護 重要事項説明書 

 

≪理 念≫ 

家庭的な雰囲気のもと利用者の意思及び人格を尊重し、暖かい心と、優しい手と平等な気

持ちで本人が笑顔でその生活を送れるよう援助を行います。 

 

１． 当事業所が提供するサービスについての窓口 

担当 管理者 佐藤 由賀  生活相談員 本間 秀則 

電話 ０１８４－３３－６３５５ 

 

２．事業所の概要 

(1) 提供できるサービスの種類と地域 

事 業 所 名 称 短期入所生活介護 ショートステイ そら 

所 在 地 にかほ市田抓字明後田４７番地４ 

事 業 者 番 号 ０５７１３１６７０２ 

サービス提供地域 にかほ市、由利本荘市（旧西目町、旧本荘市） 

 

(2) 職員体制 

 資   格 常 勤 非常勤 業務内容 

管  理  者 介 護 福 祉 士 1  管理監督 

医  師 医  師  1 健康管理 

生 活 相 談 員 
社 会 福 祉 士   

相談援助 
社会福祉主事 1  

栄 養 士 栄 養 士 1  栄養管理 

機能訓練指導員 准 看 護 師 1  訓練指導 

看護・介護職員 

准 看 護 師 1  

介護業務 

介 護 福 祉 士 6  

ヘルパー２級 6  

ヘルパー３級 0  

介護職員初任者研修 3  

事 務 職 員 2  一般事務 

調 理 員  5 調理業務 

 

(3) 設備の概要 

定  員 20 名 診療室 １室 

居室 一人部屋 20 室 洗濯室 ２室 

浴  室 3（うち特浴１） 機能訓練室 １室 

ト イ レ 6   
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３．サービスの内容 

(1) 介護計画の作成 

介護支援専門員の作成した「居宅サービス計画」に沿って、担当者間で協議し「短期入所生

活介護計画」を作成し、利用者および家族にその内容を説明し、同意をいただきます。 

(2) 食 事（概ね） 

朝食  ７：００～ ８：００ 

昼食 １２：００～１３：００ 

夕食 １８：００～１９：００ 

利用者の状況に合わせた時間でお取りいただいております。 

原則、食堂にてお取りいただいております。 

(3) 入 浴 

７日間の利用で、２回以上入浴していただきます。ただし、利用者の状態に応じて、清拭に

なる場合があります。 

(4) 介 護・援 助 

介護計画に沿って下記の介護を行います。 

着替え・排泄・食事等の介助、おむつ交換・体位変換・シーツ交換・施設内の移動の付き添

い等。 

(5) 機能訓練 

介護計画に沿って、機能訓練室にて行います。 

(6) 生活・介護相談 

担当者にお気軽にご相談ください。 

※ 同性介護を希望する方についても対応いたしますのでご相談ください。 

(7) 健康管理 

入所時及び毎日、体温、血圧、心拍数測定等の健康チェックを行います。 

(8) 特別食の提供 

医療上必要な場合は特別食を用意します。詳しくは担当者におたずねください。料金は別途

かかる場合があります。 

(9) 理美容サービス 

都度、理容業者が入ります。料金は別途かかります。 

(10) レクリエーション 

施設内において、様々な活動をしております。また行事によって別途参加費のかかるものも

あります。その都度担当よりご説明させていただきます。 

 

４．当事業所のサービスの特徴 

(1) 運営の方針 

事業の実施に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場でサービス

の提供に努めます。介護計画に基づきサービス提供に努め、利用者が有する能力に応じて自立

した生活を営むことができるようにお手伝いいたします。 

また、地域や家族との結びつきを重視し、密接な連携をはかり精神的安定感のある総合的な

サービスの提供に努めます。 
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５．利用に当たっての留意事項 

(1) 面会 

特に制限は設けておりません。ただし、早朝深夜等他の利用者の迷惑となる時間帯はご遠慮

ください。なお、商業的な面会はお断りいたします。 

 

(2) 飲酒・喫煙 

お身体に影響のない範囲でお楽しみください。喫煙する場所は限定されておりますのでご了

承ください。 

 

(3) 金銭・貴重品の管理 

トラブル防止のため事業者の方で預からせていただきますが、どうしても所持していたい利

用者に対してはご本人で管理していただくことがあります。その際、紛失等に対し事業者側で

は責任を持ちません。なおご本人管理については担当者へご相談ください。 

 

(4) 設備・器具の利用 

テレビ・ラジオ・カセットデッキの持ち込みは可能です。居室用に貸し出し用テレビ（無料）

を 4 台準備しております。利用を希望される方は担当者へご予約ください。 

※ 携帯電話のご利用につきましては、制限をさせていただきます。担当者へご相談ください。 

 

(5) 宗教活動 

特に制限はありません。信仰は自由です。ただし、他の利用者へ支障のない範囲とさせてい

ただきます。また事業所内の布教活動は原則として禁止させていただきます。 

 

(6) 衣類の洗濯 

事業所内にて無料で実施いたします。ただし短期間のご利用の場合は、洗濯できないことも

ありますのでご了承ください。 

 

(7) 食事 

原則として食堂（リビング）で食事を摂っていただきます。但し、主治医及び看護員の指示

があった場合は、居室で取っていただく場合があります。 

 

(8) 居室 

・ 全室個室となっております。居室の利用は自由ですが、介護計画に沿いリビングで過ごす

ことが適切な方については、できる限りリビングで過ごしていただきます。 

・ 居室を指定してのご予約はできません。居室の割り当ては利用者の状況等を踏まえ事業者

側にて決定させていただきます。 

・ 居室個々には冷暖房機がございません（全館同一の床暖房設置）。居室個々の温度設定はで

きませんのでご了承ください。 

・ 利用者の心身の状況や居室の空き状況により継続利用中にも居室が変わる場合があります

のでご了承ください。その場合には事前に利用者及びご家族に連絡いたします。 

・ 利用者の故意又は重大な過失により居室又は備品に通常の保守管理の程度を超える補修等

が必要となった場合は、その費用を負担していただく場合があります。 
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６．サービスの利用方法 

(1) サービスの利用計画 

①利用者担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）にその旨をお伝えください。 

②担当介護支援専門員との連絡調整により、指定日が利用可能か決定いたします。 

※利用者の心身の状況において利用できない場合があります。その際は施設側もしくは担当

介護支援専門員より理由等をご説明いたします。 

 

(2) サービス利用計画の終了 

①お客様のご都合でサービス利用計画を終了する場合。 

実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出によりいつでも解約でき

ます。この場合、その後の予約は無効となります。 

②自動終了 

以下の場合は双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

・ お客様が他の介護保険施設に入所された場合。 

・ 介護保険給付サービスで、サービスを受けていたお客様の要介護区分が非該当（自立）と

認定された場合。 

・ お客様がお亡くなりになった場合。 

 

(3) その他 

お客様がサービス利用料金の支払いを 1 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう勧告したにもか

かわらず 15 日以内に支払われない場合、またはお客様やご家族等が当施設や事業所の職員に

対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、30 日以内に文書で通知すること

により、サービス利用契約を終了させていただく場合があります。なおこの場合契約終了後の

予約は無効となります。 

 

(4) 本重要事項説明書並びに提供したサービスの記録の保管期間は５年間です。 

 

７．サービスご利用の中止 

(1) 利用開始予定日以前の中止 

ご利用前にお客様のご都合でサービスの利用を中止する場合は、分かり次第早めにその旨を

担当の介護支援専門員にご連絡ください。キャンセル料は必要ありません。 

 

(2) 利用期間中の中止 

サービス利用期間中においても以下の事由に該当する場合、サービスを中止する場合があり

ます。なお利用期間中に中止し退所する場合は、退所日までの日数を基に利用料を計算します。 

① 利用者が中途退所を希望した場合。 

② 入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合。 

③ 利用中に体調が悪くなった場合。 

④ 他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合。 

上記の場合、ご家族または緊急連絡先へ連絡するとともに、必要な処置を講じます。 

 

８．利用料金 

基本料金 （介護保険自己負担分） 

お客様がサービスを利用した場合の「基本料金」は以下のとおりであり、お客様からお支払いいた

だく「利用者負担金」は、介護保険負担割合証に基づくものとします。ただし、介護保険給付の支

給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 
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『単独型ユニット型個室』 

要介護状態区分等 

1 日あたりの利用

料金 

（介護給付費） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額    

（１割負担） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額 

（2 割負担） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額 

（3 割負担） 

要支援 １ ５，６１０円 ５６１円 １，１２２円 １，６８３円 

要支援 ２ ６，８１０円 ６８１円 １，３６２円 ２，０４３円 

要介護度 １ ７，４６０円 ７４６円 １，４９２円 ４，４７６円 

要介護度 ２ ８，１５０円 ８１５円 １，６３０円 ２，４４５円 

要介護度 ３ ８，９１０円 ８９１円 １，７８２円 ２，６７３円 

要介護度 ４ ９，５９０円 ９５９円 １，９１８円 ２，８７７円 

要介護度 ５ １０，２８０円 １，０２８円 ２，０５６円 ３，０８４円 

また連続して３１日を超え 60 日目までの利用の場合は以下の通りです。 

要介護状態区分等 

 1 日あたりの利

用料金 

（介護給付費） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額    

（１割負担） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額 

（2 割負担） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額 

（3 割負担） 

要支援 １ ５６１０円 ５６１円 １，１２２円 １，６８３円 

要支援 ２ ６８１０円 ６８１円 １，３６２円 ２，０４３円 

要介護度 １ ７，１６０円 ７１６円 １，４３２円 ２，１４８円 

要介護度 ２ ７，８５０円 ７８５円 １，５７０円 ２，３５５円 

要介護度 ３ ８，６１０円 ８６１円 １，７２２円 ２，５８３円 

要介護度 ４ ９，２９０円 ９２９円 １，８５８円 ２，７８７円 

要介護度 ５ ９，９８０円 ９９８円 １，９９６円 ２，９９４円 

  連続して 61 日を超えて利用する場合は以下の通りです。 

要介護状態区分等 

 1 日あたりの利

用料金 

（介護給付費） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額    

（１割負担） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額 

（2 割負担） 

介護保険適応時の 

1 日あたりの自己

負担額 

（3 割負担） 

要支援 １ ５，０３０円 ５０３円 １，００６円 １，５０９円 

要支援 ２ ６，２３０円 ６２３円 １，２４６円 １，８６９円 

要介護度 １ ６，７００円 ６７０円 １，３４０円 ２，０１０円 

要介護度 ２ ７，４００円 ７４０円 １，４８０円 ２，２２０円 

要介護度 ３ ８，１５０円 ８１５円 １，６３０円 ２，４４５円 

要介護度 ４ ８，８６０円 ８８６円 １，７７２円 ２，６５８円 

要介護度 ５ ９，５５０円 ９５５円 １，９１０円 ２，８６５円 

※ 上記の基本料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基

本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい料金を契約書別紙にてお知

らせし、受領同意の上再度契約を取り交わします。 

９．加 算 

(1) 介護保険で定められた送迎加算１,８４０円（片道）のうち、このうち自己負担額は負担割合

証にて１割負担の方は１８４円、２割負担の方は３６８円、３割負担の方は５５２円となりま

す。 
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(2) 当施設では夜勤を行う介護職員の数が基準を上回っているため、介護保険で定められた夜勤職

員配置加算Ⅱ１８０円（１日につき）が加算されます。このうち自己負担額は負担割合証にて

１割負担の方は１８円、２割負担の方は３６円、３割負担の方は５４円となります。 

 

(3) 勤続３年を越える介護職員が基準の割合を超えてサービス提供を行いますので、介護保険で定

められたサービス提供体制強化加算Ⅲ６０円（１日につき）が加算されます。このうち自己負

担額は負担割合証にて１割負担の方は６円、２割負担の方は１２円、３割負担の方は１８円と

なります。 

 

(4) 介護職員処遇改善加算として、上記(1)から(1)-4 の月の自己負担額の合計金額に対し、１１．

３％を乗じた額が加算されます。 

 

※ 自己負担額は、負担割合証に基づいた負担額となります。 

  ※ 償還払いの場合には、一旦、介護給付額をお支払いただき、その後領収書を添付して保険者に

請求されますと負担割合証に基づいた金額が返金されます。 

 

１０． 食材料費 

  １日あたり１，３５０円です。 

  内訳は  朝食 ４５０円  昼食 ４５０円  夕食 ４５０円です。 

  また、医師の指示など療養等により特別な食事が必要な場合は 

  1 日あたり１，５００円です。 

  内訳は  朝食 ５００円  昼食 ５００円  夕食 ５００円です 

 

１１． 滞在費 

１日あたり、１，５００円です。滞在費には日常的に使用するオムツ等の使用料金を含みます。 

      ※食材料費および滞在費においては介護保険負担限度額認定証の発行を受けている利用者は、

その認定証に記載された額となります。 

 

１２． その他 

 行事参加費、理美容等は別途料金となります。 

・ 行事参加費・・・陶芸等５００円（ただし材料によって料金が上下する場合があります。） 

・ 理美容費・・・カットのみ２，０００円 カットと顔剃り２，５００円 

１３． 支払い方法 

毎月翌月５日までに当月の利用料等の請求書を発行いたします。お支払いは翌月１５日まで事

業者指定の金融機関にお振り込みいただくか、もしくは事業所におこしになり直接お支払いくだ

さい。お振り込みの場合、振込手数料はお客様のご負担になりますのでご了承ください。入金を

確認し次第、領収書を発行いたします。 

ご利用ごとのお支払いを希望される方は契約時にお申し出ください。 

 

１４． 医療情報 

サービスの利用にあたり、必要な場合は医療情報を提出していただきます。医療情報には、主

治医より現疾患、現病歴、既往歴、治療内容、内服薬、サービス利用上の留意点等を記入していた

だきます。なお、日常通院していない方のうち、体調等が安定している方であれば、医療情報の提

出は必要ありません。医療情報の有効期間は特に体調の激しい変化がない限り３ヶ月とします。 
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１５． 緊急時の対応方法 

利用者に容体の変化等があった場合は、ご家族に速やかに連絡し、医師に連絡を取る等必要な

措置を講じます。また救急病院への搬送等が必要となった場合、搬送先について特に希望のない方

は、事業所の協力病院である「医療法人 佐藤病院」となります。 

 

１６． 相談、要望、苦情の窓口 

(1) 短期入所生活介護に関する相談、要望、苦情等は下記窓口までお申し出ください。 

「ショートステイ そら」 苦情相談窓口  管 理 者 佐藤 由賀 

生活相談員 本間 秀則 

電  話 ０１８４－３３－６３５５  ＦＡＸ ０１８４－３７－３６０８ 

受付時間 １０：００～１６：００  （月曜日～金曜日） 

  

また、苦情の申し出があった場合は苦情解決窓口を設置し、この解決を行います。 

苦情解決窓口 代表取締役      金木 亨 

 

(2) その他  

    当事業所以外に県、市の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

    にかほ市 子育て長寿支援課 電話 ０１８４－３２－３０４２ 

  由利本荘市 長寿支援課 電話 ０１８４－２４－６３２４ 

本荘由利広域市町村圏組合 介護保険課 電話 ０１８４－２４－３３４７ 

    秋田県国民健康保険団体連合会  電話 ０１８－８８３－１５５０ 

 

１７． 広報紙 

当事業所ではホームページを作成し、また毎月広報紙を発行しておりますが、その際利用者の

顔写真等が掲載されることがあります。ホームページ、広報紙等に写真等を掲載されたくない

方は契約前にお申し出ください。 

 

１８． 当法人の概要 

法人名称   有限会社 アタカンテ 

代表者名   代表取締役 金木 亨 

所在地    にかほ市平沢字堺田１４番地１ 

電話番号   ０１８４－３７－３２４１ 

法人設立   平成１５年４月２８日 

 

１９。附則 

令和元年５月１日 代表者変更 

令和３年４月１日 介護報酬改定に関わる利用料金変更 

令和 3 年 10 月 1 日 滞在費の変更  

          特別食の費用変更 

令和 4 年 10 月 1 日 介護職員ベースアップ加算追加 

令和 6 年 4 月 1 日 介護報酬改定に関わる利用料金変更 

令和 6 年 4 月 1 日 滞在費・食材料費の変更 

 

 

 


